
大学評価 ・学位授与機構 2008年 10月期学位授与中請 (要旨)
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史
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名
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テ
ー

マ
名
…

「梁
書
」
に
お
け
る
倭
王
武
の
進
号
問
題
に
つ
い
て
／
臣
下
か
ら

「
日
出
処
天
子
」

へ
の
変
貌
を
も
た

ら
し
た
も
の
は
何
か
　
～
古
田
説
の
検
討
を
中
心
と
し
て

キ
ー
ワ
ー
ド
科
目
…

日
本
史
概
説
Ｉ
　
東
洋
政
治
史
　
研
究
入
門

要
旨
…

日
中
関
係
史
、

特
に
古
代
に
お
け
る
倭
国
と
中
国
の
交
渉
は
、

中
国
側
の
史
料
に
よ

っ
て
解
明
さ
れ
る

部
分
が
大
き
い
。

そ
れ
は
、

取
り
も
直
さ
ず
、

中
国
が
政
治
的
に
も
文
化
的
に
大
国
で
あ

つ
て
、

豊
富
な

文
字
史
料
を
現
代
に
残
し
て
い
る
事
に
よ
る
。

そ
の
古
代
の
日
中
関
係
史
に
あ

つ
て
、

大
き
な
出
来
事
は

「
日
出
処
天
子
」
の
登
場
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
夷
蛮
か
ら
中
華

へ
の
朝
貢
で
は
な
く
、

対
等
、

否
、

相
手
を

「
日
没
処
天
子
」
と
下
に
見
て
の
国
交
を
倭
国
が
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る
。

倭
国
は
、

さ
ら
に
進

ん
で
唐
代
に
は
、

白
村
江
で
こ
れ
と
激
突
し
惨
敗
す
る
と
い
う
歴
史
を
た
ど
る
が
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、

な
ぜ
倭
国
は
漢
代
以
前
か
ら
の
忠
実
な
臣
下
と
し
て
の
道
を
捨
て
て
、

中
国
と
対
等
、

対
立

へ
の
道

を
歩
み
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
の
存
在
だ
。

こ
れ
を
、

文
献
史
学
の
立
場
か
ら
、

解

こ
う

と
し
た
論
者
に
古
田
武
彦
が
い
る
。

古
日
は
、

「史
学
雑
誌
」
９‐
巻
７
号

（昭
和
５７
年
７
月
）
に
論
文

「多

元
的
古
代
の
成
立
」
を
寄
稿
し
て
い
る
と
お
り
、

九
州
王
朝
説
に
立

っ
て
い
て
、

筆
者
も
そ
れ
を
支
持
す

る
者
だ
が
、

そ
れ
は
抜
き
に
し
て
も
、

こ
の

「
日
出
処
天
子
」
の
問
題
は

一
元
史
観
論
者

（古
代
に
あ

つ

て
は
近
畿
天
皇
家
が
唯

一
、

日
本
列
島
で
中
心
的
な
権
力
を
担

っ
て
い
た
と
す
る
立
場
）
に
と

つ
て
も
避

け
て
通
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

古
田
は
、

こ
の
倭
国
の
変
貌
に
つ
い
て
、

史
料
上
の
根
拠
を
提
示
し
て
、

解
明
を
試
み
た
。

南
朝
梁
の
武
帝
に
よ
る
倭
国
軽
視
政
策
が
、

倭
国
を
し
て
南
朝
す
な
わ
ち
中
国
か
ら
離

反
さ
せ
る
契
機
と
な

っ
た
と
す
る
論
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
は
、

「梁
書
」
倭
伝
で
武
帝
は
倭
王
武
を
鎮
東

大
将
軍
か
ら
征
東
将
軍
に
進
号
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
同
時
期
に
百
済
王
が
鎮
東
大
将
軍
か
ら

征
東
大
将
軍
に
進
号
し
て
い
る
の
に
比
し
て
差
別
待
遇
だ

（倭
王
武
は
大
将
軍
で
は
な
い
か
ら
）
。

よ

つ

て
、

こ
の
梁
の
不
公
平
人
事

こ
そ
が
倭
国
の
離
反
の
原
因
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
「梁
書
」
倭

伝
の
史
料
処
理
に
際
し
て
、

「大
将
軍
↓
将
軍
」
の
異
動
を
進
号
と
呼
ぶ
の
は
矛
盾
す
る
と
し
て
、
「南
史
」

倭
国
伝
の
記
事
を
援
用
し
て
、

こ
れ
を

「大
将
軍
↓
大
将
軍
」

へ
の
進
号
と
原
文
改
訂
し
て
読
ん
で
き
た

の
で
あ
る
。

拙
稿
で
は
、
「梁
書
」
他
の
史
料
か
ら
用
例
を
捨
う
と
い
う
作
業
を
基
に
、

従
来
の
安
易
な

原
文
改
訂
が
史
料
批
判
と
し
て
十
分
な
手
続
を
踏
ん
で
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
と
共
に
、

古
田
説

へ
の

疑
間
を
呈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
日
出
処
天
子
」

へ
の
変
貌
と
い
う
大
問
題

へ
の
序
章
を
提
起
し
た
。
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大学評価 ・学位授与機構 2008年 10月期学位授与 中請 (本文)

一
、

大
き
な
問
題
の
所
在

（な
ぜ

「日
出
処
天
子
」
に
至
っ
た
か
）

教
科
書
で
も
お
馴
染
み
の

「日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
無
恙
」
（日
出
る
処
の
天
子
、

書
を
日
没

す
る
処
の
天
子
に
致
す
。

恙
無
し
や
）
は
、
「隋
書
」
の
候
国
伝
に
見
え
る
候
国
か
ら
隋
に
宛
て
た
国
書

の
文
言
で
あ
る
。

通
説
は
、

こ
の

「候

（音
は
タ
イ
と

を

「倭
」
の
別
字
と
し
、

こ
こ
を
倭
国
伝
と
読
み
替
え
或
い
は

書
き
換
え
て
い
る
が
規
、

両
者
は
明
ら
か
な
別
字
で
あ
り
、

安
易
な
原
文
改
訂
は
史
料
批
判
の
方
法
と
し

て
厳
し
く
自
戒
す
べ
き
で
あ
ろ
う
規
。

紀
元
前
よ
り
連
綿
と
中
国
と
関
係
し
続
け
て
き
た
倭
国
は
、

脩
の

時
点
で
、
「優
国
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
或
い
は
中
国
が
そ
う
呼
ん
だ
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

優
と
倭
の
文
字
の
問
題
は
、

直
接
は
本
稿
と
関
わ
ら
な
い
が
、

原
文
改
訂
の
是
非
と
い
う
点
で
敢
え
て

冒
頭
に
触
れ
た
。

な
お
、

優
国
の
名
称
は
、
「魏
志
倭
人
伝
」
の
邪
馬
壱
国
と
同
じ
く
、

倭
国
と
い
う

「上

位
語

・
広
義
語
」
に
対
し
て
の

「下
位
語

・
狭
義
語
」
と
し
て
本
稿
で
は
用
い
る
。

従
っ
て
、

本
稿
で
倭

国
の
歴
史
と
言
う
と
き
に
は
、

そ
こ
に
優
国
も
含
ま
れ
る
。

さ
て
、

次
の
と
お
り

「隋
書
」
候
国
伝
に
は
、

国
書
の
片
言
隻
句
を
引
く
の
み
で
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ

る
。

大
業
三
年
は
西
暦
六
〇
七
年
、

腸
帝
の
治
世
で
あ
る
。

大
業
三
年
、

其
の
王
多
利
思
北
孤
、

使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
。

使
者
曰
く
、
「聞
く
海
西
の
菩
薩

天
子
、

重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
。

故
に
遣
わ
し
て
朝
拝
せ
し
め
、

兼
ね
て
沙
門
数
十
人
来
た
り
て
仏

法
を
学
ば
し
む
」
と
。

其
の
国
書
に
曰
く
、
「日
出
る
処
の
天
子
、

書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致

す
。

恙
無
し
や
」
云
々
と
。

帝
、

之
を
覧
て
悦
ば
ず
。

鴻
臆
卿
に
謂
っ
て
曰
く
、
「蛮
夷
の
書
、

無

礼
有
り
。

復
た
以
て
聞
こ
す
勿
か
れ
」
と
。

こ
の
箇
所
が
、
日
本
人
の
多
く
に
痛
快
な
感
激
を
与
え
、

聖
徳
太
子
に
よ
る
堂
々
の
対
等
外
交
と
し
て

喧
伝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
れ
に
対
応
す
る
記
事
は

「記
紀
」
に
見
え
ず
、

且
つ
像
国
王
で
あ

る
多
利
思
北
孤

（候
国
伝
は
、

後
宮
に
女
性
が
六
七
百
人
い
る
と
記
す
）
を
、

即
位
す
る
こ
と
な
く
終
わ

っ
た
聖
徳
太
子
に
比
定
す
る
の
は
、

ど
う
見
て
も
無
理
で
あ
る
。

管
見
は
、

古
田
武
彦
の
九
州
王
朝
説
に

立
つ
。

多
利
思
北
孤
は
筑
紫
に
都
し
た
、

九
州
の
王
者
で
あ
る
瑠
。

し
か
し
、

仮
に
九
州
王
朝
説
は

一
時
棚
上
げ
し
て
み
て
も
、
「脩
書
」
像
国
伝
の

「日
出
処
天
子
」
の

登
場
が
、
日
中
関
係
史
の
中
で
衝
撃
的
事
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
。

候
国
に
対
し
て
だ

け
で
は
な
く
、

四
囲
の
国
々
を
夷
蛮
と
蔑
称
し
て
、

朝
貢
と
い
う
名
の
下
で
の
彼
ら
の
臣
従
を
当
然
と
し

て
き
た
中
国
が
、

対
等
ど
こ
ろ
か

「日
出
処
」
に
対
し
て

「日
没
処
」
に
置
か
れ
る
と
い
う
無
礼
な
言
辞

を
相
手
か
ら
蒙
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

国
書
を
受
け
取
っ
た
脩
の
場
帝
は
、

征
討
軍
を
起
こ
す
こ
と

い



も
な
く
、
「復
た
以
て
聞
こ
す
勿
か
れ
」
と
言
う
し
か
術
が
な
か
っ
た
。

無
礼
な
言
辞
の
背
景
に
は
、

そ

れ
に
見
合
う
国
力
と
自
信
が
候
国
の
側
に
あ
つ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る

（事
実
、

候
国
伝
に
は
、
「新
羅
、

百
済
、

皆
像
を
以
て
大
国
と
為
し
、

珍
物
を
多
く
し
て
、

並
べ
て
之
を
敬
仰
す
。

恒
に
通
使
往
来
す
」
と

出
て
い
る
）。

こ
の
事
件

へ
の
中
国
側
の
驚
き
も
大
き
く
、

王
輯
五
は

「
一
般
日
本
学
者
、

往
往
以
之
為
中
日
正
式
国

交
始
。

其
実
日
本
之
通
聘
於
我
国
久
己
行
之
、

己
如
上
章
所
述
。

特
不
過
此
時
対
隋
国
持
対
等
国
交
態
度
、

与
以
前
之
所
謂
貢
使
外
交
者
不
同
。

在
日
本
外
交
史
上
、

僅
開

一
新
紀
元
耳
」
瑠
、

す
な
わ
ち

「日
本
の

学
者
は
多
利
思
北
孤
の
国
書
を
以
て
日
中
の
正
式
国
交
の
開
始
と
い
う
こ
と
が
多
い
が
、
日
中
の
国
交
は

既
に
長
ら
く
行
わ
れ
て
お
リ
ゴ
」
の
事
件
は
以
前
の
朝
貢
外
交
か
ら
対
等
外
交
に
変
わ
っ
た
と
い
う
点
で
、

日
本
外
交
史
上
の
新
し
い
エ
ポ
ッ
ク
を
開
い
た
と
い
う
に
止
ま
る
」
と
柳
か
歯
切
れ
が
悪
い
が
、

楊
永
良

は

「聖
徳
太
子

一
直
被
認
為
是
日
本
有
史
以
来
最
偉
大
的
政
治
家
」
の
前
置
き
の
下
に
、
「我
個
必
須
注

意
到
両
方
面
、

亦
即
以
世
界
文
明
中
心
而
自
豪
的
中
華
帝
国
心
態
、

以
及
被
視
為
蛮
夷
禽
獣
的
新
興
国
家

為
維
護
其
自
尊
心
所
産
生
的
反
弾
心
理
」
巧
、

す
な
わ
ち

「わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
面
か
ら
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

つ
ま
り
、

世
界
文
明
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
自
己
中
心
的
な
中
華
帝
国
主
義
の
存
在
と
い
う
面
と
、

こ
れ
ま
で
含
獣
同
様
の
野
蛮
人
と
見
ら
れ
て
い
た
新
興
国
家
に
自
尊
心
が
芽
生
え
て
中
国
に
反
発
す
る
ま

で
に
な
つ
た
と
い
う
面
で
あ
る
」
と
、

中
華
思
想

へ
の
反
省
と
同
時
に
、

新
興
国
家

（ま
る
で
Ｎ
Ｉ
Ｅ
ｓ

や
Ｎ
Ｉ
Ｃ
ｓ
の
如
き
で
あ
る
）
と
い
う
位
置
づ
け
で
候
国
の
台
頭
を
評
価
し
て
い
る
。

聖
徳
太
子
を
、
日

本
の
歴
史
上
で
最
も
偉
大
な
政
治
家
で
あ
る
と
す
る
評
価
が
、

こ
の

「日
出
処
天
子
」
の
衝
撃
を
正
直
に

物
語
っ
て
い
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

候
国
は
朝
貢
外
交
と
袂
を
分
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
日
中
関
係
史
の
画
期
を
為
し
て

い
る
訳
で
あ
る
。

た
だ
、

こ
こ
で
解
せ
な
い
の
は
、
「後
漢
書
」
倭
伝
で
は
東
漢
の
光
武
帝
か
ら
印
綬
を
下
賜
さ
れ

（紀

元
後
五
七
年
）
、

ご
一国
志
」
魏
志
倭
人
伝
で
は
魏
の
明
帝
か
ら
親
魏
倭
王
の
金
印
を
戴
き

（二
三
八
年
）、

さ
ら
に

「宋
書
」
倭
国
伝
で
は

「倭
讃
万
里
修
貢
、

遠
誠
宜
し
く

駈
す
べ
く
、

除
授
を
賜
う
べ
し
」
と

高
祖
か
ら
嘉
さ
れ
た

（四
二

一
年
）
よ
う
に
、

綿
々
と
続
く
時
間
の
流
れ
に
あ
っ
て
夷
蛮
の
中
の
優
等
生

で
あ
り
続
け
た
倭
国
が
、

な
ぜ
い
き
な
り

「日
出
処
天
子
」
と
な
っ
て
現
れ
た
の
か
で
あ
る
。

有
名
な

「宋
書
」
に
収
め
ら
れ
た
倭
王
武
の
上
表
文
を
見
て
も
、

そ
の
優
等
生
ぶ
り
は
目
立
っ
て
い
る
。

六
朝
文
化
の
四
六
麟
優
体
で
書
か
れ
た
表
は
、

か
く
始
ま
る
。

封
国
は
偏
遠
に
し
て
、

藩
を
外
に
作
す
。

昔
よ
り
祖
禰

堀

ら
甲
青
を
猥

き
、

出
川
を
抜
渉
し
、

寧
処
に
違

あ
ら
ず
。

東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、

西
は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
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渡
り
て
海
北
を
平
ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
、

王
道
融
泰
に
し
て
、

土
を
廓
き
畿
を

選

に
す
。

累
葉
朝

宗
し
て
歳
に

徳

ら
ず
。

こ
の

「累
葉
朝
宗
、

不
徳
子
歳
」
の
朝
宗
は
、

諸
侯
が
春
夏
に
天
子
に
拝
謁
す
る
こ
と
で
、

倭
王
は
代

々
そ
の
時
期
を
失
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
言
う
の
は
、

中
国
の
臣
下
た
る
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
語

っ
た

も
の
で
あ
る
。

こ
の
四
七
八
年
の
上
表
文
の
書
浄
掛
ぃ
か
な
け
、、

六
①
七
年
の

「
日
出
処
天
子
」
の
出
現

は
予
想
す
ら
で
き
な
い
。

先
の
楊
永
良
の
新
興
国
家
と
し
て
の
台
頭
と
い
う
視
点
は
、

非
常
に
説
得
力
に
富
む
が
、

史
料
的
に
は

日
中
関
係
が
徐

々
に
変
化
し
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、

思
実
な
家
来
が
、

突
然
主
人
と
対
等
以
上
の

口
を
き
い
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
が

「隋
書
」
候
国
伝
で
あ
り
、　

一
体
両
者
の
間
に
何
が
あ

つ
た
の

か
と
い
う
疑
間
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

倭
国
は
、

次
の
唐
に
到

っ
て
は
、

対
等
外
交
ど
こ
ろ
か
白
村
江
で

こ
れ
と
激
突
し
て
大
敗
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

中
国
と
対
抗
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。　

一
体
、

そ
の

過
程
に
は
何
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
献
史
学
か
ら
は
、

そ
の
辺
り
の
事
情
を
垣
間
見
る
こ
と
す
ら
で

き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

二
、

大
き
な
問
題
の
解
と
し
て
の

「進
号
問
題
」
（古
田
武
彦
の
提
起
）

こ
の
倭
国
の
離
反
と
も
呼
ぶ
べ
き
問
題
に
、

史
料
の
上
か
ら
の
ひ
と
つ
の
解
を
与
え
た
の
が
古
田
武
彦

で
あ
る
。

こ
れ
が
以
下
に
述
べ
る

「梁
書
」
の
進
号
問
題
で
あ
る
巧
。

古
日
の
場
合
は
、

先
述
の
と
お
り
九
州
王
朝
説
に
立
つ
も
の
だ
が
、

仮
に
古
よ
り
隋
に
到
る
ま
で
の
倭

国
が
近
畿
天
皇
家
で
あ
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

倭
国
の
離
反
の
問
題
は
歴
史
学
上
避
け
て
通
れ
な
い
は

ず
だ
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

文
献
史
学
の
分
野
で
、　

つ
ま
り
史
料
上
の
根
拠
を
以
て
こ
れ
を
論
じ
た
も
の
は

古
田
を
晴
矢
と
し
、

古
田
以
外
の
論
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、

九
州
王
朝
説
に
立
ち
入
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

古
田
の
提
起
し
た
進
号
問
題
を
記
す
に
当

た
つ
て
、

い
わ
ゆ
る
九
州
年
号
の
存
在
に
最
低
限
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

古
日
説
に
と

っ
て
、

進
号
問
題
は
九
州
年
号
の
考
祭
か
ら
派
生
し
た
面
も
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、

古
田
武
彦

「九

州
王
朝
論
―
白
方
勝
氏
に
答
え
る
」
対
の
要
約
で
あ
る
。

●
　
九
州
年
号

鎌
倉
期
に
成
立
し
た

「二
中
暦
」
瑠
そ
の
他
の
史
料
に
、

左
の
よ
う
な
九
州
年
号
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

な
の
は
の
貯
朴
に
は
、
「風
土
記
」
伊
予
国
逸
文
所
引
の
湯
岡
側
碑
文
の

「法
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興
六
年
十
月
、

歳
在
丙
辰
。

我
法
王
大
王
、

与
恵
合
法
師
及
葛
城
臣
、

逍
逢
夷
与
村
」
組
の
如
き
も

の
ま
で
あ
り
、

九
州
年
号
が
決
し
て
等
閃
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
の
が
知
れ
る
。

年
号
の
下
の
括

弧
の
中
は
、

そ
の
元
年
の
西
暦
と
干
支
で
あ
る
規
。

継
体

（五

一
七
、

丁
酉
）

善
化

（五
二

一
、

壬
寅
）
　

正
和

（五
二
六
、

丙
午
）

発
倒

（五
三

一
、

辛
亥
）
　

僧
聴

（五
三
六
、

丙
辰
）
　

同
要

（五
四

一
、

辛
酉
）

貴
楽

（五
五
二
、

壬
申
）
　

結
清

（五
五
四
、

甲
戊
）
　

兄
弟

（五
五
人
、

戊
寅
）

蔵
和

（五
五
九
、

己
卯
）
　

師
安

（五
六
四
、

甲
申
）
　

和
僧

（五
六
五
、

乙
酉
）

金
光

（五
七
〇
、

庚
寅
）
　

賢
接

（五
七
六
、

丙
申
）

鏡
営

（五
人

一
、

辛
丑
）

勝
照

（五
八
五
、

乙
巳
）
　

端
政

（五
人
九
、

己
酉
）
　

従
貴

（五
九
四
、

甲
寅
）

煩
転

（六
①

一
、

辛
酉
）
　

光
元

（六
〇
五
、

乙
丑
）

定
居

（六

十
一
、

辛
未
）

倭
京

（六

一
人
、

戊
寅
）
　

仁
王

（六
二
三
、

癸
未
）
　

聖
徳

（六
二
九
、

己
丑
）

僧
要

（六
二
五
、

乙
未
）

命
長

（六
四
①
、

庚
子
）

常
色

（六
四
七
、

丁
未
）

白
雑

（六
五
二
、

壬
子
）
　

白
鳳

（六
六

一
、

辛
酉
）

朱
雀

（六
人
四
、

甲
申
）

朱
鳥

（六
人
六
、

丙
戊
）
　

大
和

（六
九
五
、

乙
未
）
　

大
長

（六
九
八
、

戊
戊
）

年
号
と
は
、

本
来
、

中
国
の
天
子
の
専
権
事
項
で
あ

っ
て
、

夷
蛮
が
こ
れ
を
弄
ぶ
こ
と
な
ど
許
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、

倭
国
に
は
九
州
年
号
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
の

始
ま
り
は
、

倭
国
と
南
朝
の
断
交
の
時
期
と
重
な

っ
て
い
る
と
古
田
は
説
く
。

西
普
が
三

一
七
年
に
北
方
か
ら
の
異
民
族
の
侵
入
を
受
け
て
滅
亡
し
て
以
降
、

漢
族
の
王
朝
は
揚

子
江
の
南
を
版
図
と
し
て
命
脈
を
保

つ
こ
と
に
な
り
、

東
晋

・
宋

・
斉

・
梁

・
陳
を
南
朝
と
呼
ぶ

（
こ

れ
に
三
国
の
呉
を
入
れ
て
六
朝
と
す
る
）
。

倭
の
五
王
で
知
ら
れ
る
と
お
り
、

倭
国
の
南
朝

へ
の
朝
貢

は
続
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
下
限
は
梁
の
天
監
元
年

（五
①
二
年
）
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
、

南
朝
の
史

料
に
倭
国
は
登
場
し
な

い
。　

つ
ま
り
、

南
朝
と
の
断
交
が
九
州
年
号
の
契
機
で
あ
る
と
古
田
は
考
え

た
の
で
あ
る
。

の
　
進
号
問
題

で
は
、

倭
国
と
南
朝
の
断
交
は
何
が
原
因
で
あ
る
か
。

古
日
は
、
こ
れ
に
は
梁
の
武
帝
に
よ
る
倭

国
に
対
す
る
差
別
待
遇
が
あ
り
、

そ
の
証
左
が
次
の
進
号
問
題
だ
と
言
う
。

ａ
　
戊
辰
、

車
騎
将
軍
高
句
麗
王
高
雲
を
し
て
車
騎
大
将
軍
に
進
号
せ
し
め
、

鎮
東
大
将
軍
百
済

ョ
釧
対
を
し
て
征
東
大
将
軍
に
進
号
せ
し
め
、
鎖
飛
ヵ
狩
登
倒
封
対
を
し
て
徳
茶
貯
争
に
進
号

せ
し
め
、

鎮
西
将
軍
河
南
王
吐
谷
輝
休
留
代
を
し
て
征
西
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

含
梁
書
」
武
４白



帝
紀
中
、

天
監
元
年
）

ｂ
　
斉

の
建
元
中
、

武
を
除
し
て
持
節
、

督
倭

・
新
羅

・
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍

事
、

鎮
東
大
将
軍
と
す
。

高
祖
即
位
し
、

武
の
号
を
征
東
将
軍
に
進
む
。

含
梁
圭
遅

倭
伝
）

古
田
は
、

こ
の
記
事
か
ら
以
下
の
如
く
考
察
し
た

（古
日
の
文
章
の
ま
ま
引
用
す
る
）
。

右
で

「進
め
て
」
「進
号
」
と
言

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
実
態
は

「降
格
」
で
あ
る
。

な
ぜ
な

ら
、

他
の

「百
済
王

・
新
羅
王
」
は
い
ず
れ
も

「大
将
軍
」
だ
か
ら
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、

右
の
記
事
以
降
、
「倭
王
の
記
事
」
や

「倭
国
貢
献
」
記
事
は
、　

一
切
現
れ
な
い
。
し

か
し
、

百
済

・
新
羅
の
貢
献
記
事
は
頻
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、

陳
書
で
は
全
体
を
覆

っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

梁

・
陳
両
朝
の

「倭
国
軽
視
」
政
策
に
よ
り
、

「倭
国
は
、

南
朝
か
ら
離
れ
た
」

の
で
あ
る
。
「五
①
二
」
以
降
だ
。

そ
し
て
い
わ
ゆ
る

「九
州
年
号
」
の

「継
体
元
年
」
が

「五

一
七
」

に
開
始
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち

「時

の
暦
」
と
し
て
の
南
朝
年
号
を
止
め
、

自
前

の

「倭
国
年
号
」
を

使
用
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

（従

っ
て
、

こ
の

「継
体
」
は
、
「東
晋

・
宋

・
斉
」
の

〃
正
し
い
国

体

〈国
の
あ
り
方
〉
を
受
け
継
ぐ
〃

の
意
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）

要
す
る
に
、
「九
州
年
号
の
開
始
時
期
」
は

〃
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
〃
な
の
で
あ
る
。

規

こ
の
よ
う
に
古
田
は
、

梁
の
武
帝
に
よ
る
倭
王
武
の
降
格
と
い
う
史
料
上
の
事
実
が
、

倭
国
の
南
朝
か

ら
の
離
反
、

延
い
て
は
中
国
に
対
し
て
対
等
の

「
日
出
処
天
子
」
を
生
む
直
接
の
原
因
と
な

っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、

こ
れ
ま
で
の

「進
号
問
題
」
の
扱

い

さ
て
、

古
田
が
指
摘
し
た

「梁
書
」
の
進
号
問
題
は
、

従
前
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

答
え
は
拍
子
抜
け
す
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
は
、

な
か

っ
た
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
「
。

例
え
ば
、

評
点
本

「梁
書
」
中
華
書
局
で
は
、

武
帝
紀
の
本
文
を

「鎮
東
大
将
軍
倭
王
武
進
号
征
東
大

将
軍
」
と
改
訂
し
て
し
ま
い
、

次
の
よ
う
な
校
勘
記
を
付
し
て
い
る
。

み
な

／ａ
　

「征
東
大
将
軍
」
は
、

各
本
並

「征
東
将
軍
」
に
作
る
。

今
、

南
史
倭
国
伝
に
拠
り
て
補
う
規
。

ま
た
同
書
は
、

倭
伝
で
も
本
文
を

「高
祖
即
位
、

進
武
号
征
東
大
将
軍
」
と
同
様
の
改
訂
を
行
っ
た
上
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で

校
勘
記
に
こ
う
記
す
。

ざ
　

「大
」
各
本
脱
。

南
剣
倭
国
伝
に
拠
り
補
う
規
。

つ
ま
り
、

現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る

「梁
書
」
の
版
本
は
、

い
ず
れ
も
倭
王
武
の
新
号

（進
号
後
の
号
）

を
征
東
将
軍
と
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
脱
字
が
あ
る
と
し
て
、
「南
史
」
を
根
拠
と
し
て
征
東
大
将
軍
と

書
き
直
し
て
い
る
の
が
評
点
本

「梁
書
」
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
は
評
点
本
だ
け
の
態
度
で
は
な
い
。

前
掲
の
王
瞬
五

「中
国
日
本
交
通
史
」
は
、

倭
王

武
の
進
号
を
こ
う
評
し
て
い
る
。

斉
代
宋
興
。

斉
高
帝
開
国
之
年

（四
七
九
年
）
、

更
進
封
倭
王
武
為
鎮
東
大
将
軍
。

梁
武
帝
開
国

時
、

亦
紡
剤
司
制
之
成
規
、

進
倒
封
対
為
徳
声
大
狩
チ
ｏ

惟
刻
対
刊
即
位
時
、

為
五
①
二
年
。

己
距

倭
王
武

（雄
略
天
皇
）
姐
後
十
三
年
。

故
刻
割
刺
封
倒
所
載
対
刊
冊
封
倒
封
対
事
、

不
足
信
也
鳩
。

つ
ま
り
、

倭
王
武
の
新
号
が

「征
東
大
将
軍
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、

な
お
且
つ
「記
紀
」

の
雄
略
天
皇
の
没
年
と
の
考
証
か
ら
、
「梁
書
」
東
夷
伝
自
体
が
信
を
措
け
な
い
内
容
で
あ
る
と
断
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

王
輯
五
に
、

倭
王
武
と
雄
略
天
皇
が
別
人
で
あ
る
可
能
性
を
探
る
視
点
が
な
い
の
は

残
念
だ
が

（逆
に
、
「梁
書
」
の
記
事
を
以
て

「記
紀
」
の
雄
略
の
没
年
を
疑
う
立
場
も
あ
り
「
、

こ
れ

は
両
者
を
同

一
人
と
す
る
こ
と
の
非
を
示
唆
し
て
い
よ
う
か
）、
「南
史
」
に
拠
っ
て

「梁
書
」
を
改
訂
す

る
と
い
う
手
法
が
、

も
は
や
意
識
に
上
ら
な
い
程
ま
で
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
「南
史
」
の
倭
国
伝
は
、
ど
の
よ
う
な
記
載
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

斉
の
建
元
中
、

武
を
除
し
て
持
節
、

督
倭

・
新
羅

・
任
那

・
加
羅

・
秦
韓

・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、

鎮
東
大
将
軍
と
す
。

梁
武
帝
即
位
し
、

武
の
号
を
征
東
大
将
軍
に
進
む
。

含
南
史
」
倭
国
伝
）

全
く

「梁
書
」
と
同
文
で
、

た
だ
倭
王
武
の
新
号
が
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「梁
書
」
が
高
祖

と
言
っ
て
い
る
の
を
、
「南
史
」
が
梁
武
帝
と
言
っ
た
の
は
、

後
者
は
南
朝
の
通
史
で
あ
り
、

王
朝
名
と

帝
号
を
明
確
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

そ
も
そ
も

「梁
書
」
と
言
い

「南
史
」
と
言
い
、

い
か
な
る
史
料
な
の
か
。

そ
れ
を
概
観
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

両
書
と
も
、

Ｆ
一十
四
史
」
と
称
さ
れ
る
正
史
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
「梁
書
」
五
十
六
巻
は

「陳
書
」
三
十
六
巻
と
と
も
に
、

陳
の
挑
察
と
そ
の
息
子
の
挑
思
廉
が

撰
し
た
史
書
で
、

唐
の
貞
観
十
年

（六
三
六
年
）
に
清
書
を
終
え
て
い
る
「
。

父
の
挑
察
は
陳
か
ら
隋
に

か
け
て
の
官
僚
で
あ
つ
た
た
め
、
「陳
書
」
で
は
陳
の
高
祖
で
あ
る
陳
覇
先
の
名
を
た
だ

「講
」
と
の
み

記
し
た
箇
所
が
あ
る
な
ど
明
、

同
時
代
史
料
の
顔
が
見
え
て
興
味
深
い
。

こ
れ
ら
は
銚
父
子
の
私
撰
で
あ

っ
て
、

官
撰
史
書
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
叩
。

対
す
る

「南
史
」
は
、
「北
史
」
と
と
も
に
、

隋
の
李
大
師
に
よ
り
編
纂
が
開
始
さ
れ
、

唐
初
に
そ
の
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息
子
の
李
延
寿
に
よ

つ
て
完
成
さ
れ
た
。

南
北
朝
の
各
王
朝
の
断
代
史
切
に
対
す
る
、

南
北
の
通
史
と
し

て
編
纂
さ
れ
た
の
が
こ
の

「南
史
」
「北
史
」
で
あ
る
。

唐

の
顕
慶
四
年

（六
五
九
年
）
に
は
高
宗
の
目

に
留
ま
り
、

こ
れ
を
嘉
し
て
皇
帝
自
ら
序
文
を
付
す
ま
で
に
至
る
が
切
、

こ
ち
ら
も
私
撰
の
史
書
と
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
場
。

叙
述
の
対
象
が
長
期
に
渡
る
と
い
う
通
史

の
宿
命
上
、

同
時
代
史
と
い
う
に

は
や
や
成
立
年
代
が
下
が
る
。

断
代
史
と
通
史
で
あ
る
両
者

の
関
係
は
、

後
者
が
前
者

の
要
約
で
あ
る
と
い
う
の
で
決
し
て
は
な
く
、

一
方
に
あ

つ
て
他
方
に
な
い
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
史
料
を
基

（も
ち

ろ
ん
同

一
の
史
料
を
基
礎
と
し
て
い
る
部
分
も
多
い
は
ず
だ
）
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た

だ
し
、

考
証
学

の
大
家
で
あ
る
清
の
趙
翼
の

「
二
十
二
史
割
記
」
で
、

「南
史
過
求
簡
浄
之
失
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
で

通
史
で
あ
る

「南
史
」
は
分
量
的
に
断
代
史

の
半
分
の
長
さ
と
化
し
て
い
る
。

で
は
、

「南
史
」
を
以
て

「梁
書
」

の
倭
王
武
の
新
号
を
訂
正
す
る
と
い
う
操
作
は
、

妥
当
性
を
有
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

評
点
本

「梁
書
」
校
勘
記
に
は
、

何
ら
理
由
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
ら
し
き

も
の
を
探
し
て
い
く
と
、

「南
史
」
倭
国
伝
が
、

「梁
書
」
武
帝
紀
及
び
倭
伝
よ
り
も
史
料
的
に
勝

つ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
は
な
く
て
、

後
者
が
倭
王
武
を
進
号
さ
せ
な
が
ら
、

旧
号
の
大
将
軍
が
新
号
で
は
た
だ

の
将
軍
と
な

っ
て
い
る
の
が
矛
盾
す
る
と
い
う

一
点
に
帰
着
す
る
よ
う
だ
物
。
「南
史
」
倭
国
伝

の
新
号

を
採
用
す
れ
ば
、

こ
の
矛
盾
は
解
決
す
る
。

か
く
て
、

「梁
書
」
で
倭
王
武
は
目
出
度
く
大
将
軍
に
進
号

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
の
原
文
改
訂
は
説
得
力
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
古
田
説
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
、

触
れ

る
こ
と
に
す
る
。

四
、

古
田
説
の
検
討

最
初
に
、

古
日
の

「梁
書
」
の
読
み
方
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

①
　
梁
の
武
帝
は
、

倭
王
武
を
鎮
東
大
将
軍
か
ら
征
東
将
軍
に
進
号
さ
せ
た

（
こ
の
こ
と
自
体

を
、

古
田
は
降
格
だ
と
は
何
処
に
も
言

っ
て
い
な
い
）
。

②
　
し
か
し
、

こ
れ
は
同
時
期
に
行
わ
れ
た
高
句
麗
王
や
百
済
王
の
進
号
が
、

こ
れ
ら
を
大
将

軍
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、

実
態
は
降
格
で
あ
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

古
田
は
①
の
鎮
東
大
将
軍
か
ら
征
東
将
軍

へ
の

「進
号
」
を
、

そ

れ
自
体
で
は
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
の
他
の
東
蛮
の
王

の
進
号
と
比
較
し
て
、

は
じ
め
て

「降
格
」
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
読
解
な
の
で
あ
る
。

口7-



つ
ま
り
、

こ
れ
ま
で

「梁
書
」
の
原
文
を
改
訂
す
る
立
場
は
、
「南
史
」
を
口
実
に
し

つ
つ
も
、

本
音

は

「①
の
よ
う
な
大
将
軍
か
ら
な
浴
の
特
畢

へ
の
進
号
な
ど
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
い
た
。

古
田
は
、

そ
の
前
提
を
真

っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
均
。

こ
の
古
日
の
①

の
読
み
方
が
成
り
立

つ
か
否
か

（正
確
に
言
え
ば
成
り
立

つ
こ
と
）
を
検
証
す
る
の
は

簡
単
で
あ
る
。

「梁
書
」
の
他
の
箇
所
に
、

同
様
に
大
将
軍
を
将
軍
と
す
る
進
号
記
事
が
あ
る
こ
と
を
示

せ
ば
足
り
る
。

や

つ
か
い
な
の
は
、

そ
う
い
う
事
例
が
皆
無
の
と
き
だ
が
噺
、

他
に
類
例
が
存
在
す
れ
ば
、

古
日
の
①

の
読
み
方
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
類
例
探
し
を
す
る
に
当
た

っ
て
、

本
稿
で
は

「梁
書
」
「陳
書
」
両
書
を
検
索

の
対
象
と
し
た
。

既
述
の
よ
う
に
、

と
も
に
挑
父
子
の
編
纂
し
た
史
書
で
あ
り
、

時
代
が
接
続
し
て
い
て
、

筆
法
や
史
料
処

理
が
同

一
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
表
向
き
の
理
由
だ
が
、

舞
全

異
を
明
か
せ
ば

「梁
書
」
に
は
全
く
類

例
が
な
か

っ
た
た
め
、
「陳
書
」
に
も
手
を
伸
ば
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
基
本
的
な
こ
と
だ
が
、

進
号
と
は
昇
進
の
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

の
　
封
刻
因
り
て
軽
兵
を
率
い
て
追
っ
て
招
剖
に
至
る
。

斬
首
得
生
、

勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。

み
な
妹
で
号
な
チ
船
狩
畢
檸
造
む
ｏ

含
梁
書
」
昌
義
之
伝
）

昌
義
之
の
前
号
は
冠
軍
将
軍
で
あ
り
、

進
号
後
の
軍
師
将
軍
も
大
将
軍
で
は
な
い
が
、
「以
功
進
号
」

と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
か
ら
に
は
、

冠
軍
将
軍
よ
り
も
軍
師
将
軍
の
方
が
格
上
な
の
だ
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
進
号
に
対
し
て
は
、

「梁
書
」
で
は
な
い
が

「陳
書
」
に
降
号
の
語
が
存
在
す
る
。

＜口＞
　
円
利
即
位
し
、

号
を
車
騎
大
将
軍
に
進
む
。

朝
に
還
る
を
遅
留
す
る
を
以
て
、

有
司
の
劾
す

る
所
と
な
る
。

車
騎
将
軍
に
降
号
す
。

含
陳
書
」
章
昭
達
伝
）

右
の
例
が
示
す
と
お
り
、

①
Ｏ
大
将
軍
か
ら
○
○
将
軍

へ
の
異
動

（①
Ｏ
に
は
同
じ
文
字
が
入
る
）
は
、

仮
に
降
号
の
明
示
が
な
く
と
も
こ
れ
を
降
号
と
解
す
べ
き
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
、

こ
れ
を
進

号
と
書
す
る
よ
う
な
事
例
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
も
う
理
解
の
外
で
あ
る
。

問
題
な
の
は
、
「梁
書
」
の
倭
王
武
の
如
き
×
×
大
将
軍
か
ら
△
△
将
軍

へ
の
異
動
が
、

進
号
と
な
る

場
合
が
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

以
下
、

こ
の

「
×
×
大
将
軍
か
ら
△
△
将
軍
」

へ
の
進
号
を
、
「倭

王
武
型
の
進
号
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

残
念
な
が
ら
、
「梁
書
」
中
に
は
他
に
倭
王
武
型
の
進
号
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
「梁
書
」

の
載
せ
る
進
号
は
、

い
ず
れ
も
次
の
三
類
型
で
あ
る
。

ａ
　
将
軍
か
ら
大
将
軍

へ
の
進
号

ｂ
　
大
将
軍
か
ら
大
将
軍
へ
の
進
号

ｃ
　
将
軍
か
ら
将
軍
へ
の
進
号
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な
お
、　
ａ
の
類
型
に
は
、

ゴ
　
司
空
、

征
南
将
軍
南
平
王
格
を
、

征
南
大
将
軍
、

湘
州
刺
史
に
進
号
せ
し
む
。

余
は
故
の
如
し
。

含
梁
書
」
元
帝
紀
）

の
よ
う
な
、

①
①
将
軍
か
ら
①
①
大
将
軍
へ
の
異
動
と

ゴ
　
征
西
将
軍
、

開
府
儀
同
三
司
、

荊
州
刺
史
郡
陽
王
恢
を
標
騎
大
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

含
梁
書
」

武
帝
紀
下
）

の
よ
う
に
、

か
か
貯
予
か
ら
狩
冷
大
狩
争
へ
の
異
動
の
二
つ
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、

ｂ
と

ｃ
の
類
型
に

つ
い
て
は
、

特
に

ｃ
に
つ
い
て
、

ｃ／　

普
通
七
年
、

出
て
使
持
節
、

都
督
荊
湘
郵
益
寧
南
梁
六
州
諸
軍
事
、

西
中
郎
将
、

荊
州
刺
史
と

為
る
。

中
大
通
四
年
、

号
を
平
西
将
軍
に
進
む
。

大
同
元
年
、

号
を
安
西
将
軍
に
進
む
。

三
年
、

号
を
鎮
西
将
軍
に
進
む
。

含
梁
書
」
元
帝
紀
）

〃ｃ
　
関
月
四
月
、

安
西
将
軍
、

荊
州
刺
史
湘
東
王
繹
を
鎮
西
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

合
梁
書
」
武
帝

紀
下
）

ゴ
　
庚
午
、

鎮
南
将
軍
、

江
州
刺
史
陳
伯
之
を
征
南
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

合
梁
書
」
武
帝
紀
中
）

の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
、

方
位
に
続
く
文
字

の

「平
↓
安
↓
鎮
↓
征
」
と
い
っ
た
順
に
将
軍
号
の
格
が

上
が

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ｂ
の
大
将
軍
間
の
進
号
の
類
型
に
つ
い
て
も
、

既
述
の
百
済
王
の

「鎮

東
大
将
軍
百
済
王
餘
大
を
し
て
征
東
大
将
軍
に
進
号
せ
し
む
」
（四
頁
冒
頭
）
の
例
は
、

こ
の
順
に
合
致

す
る
。

そ
も
そ
も
、

梁
の
官
制
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
か
。

惜
し
む
ら
く
は
、

「梁
書
」
に
百
官
志
を
欠
く
た

め
、

そ
れ
を
探
る
に
は
前
朝
の

「南
斉
書
」
百
官
志
を
参
照
す
る
し
か
手
だ
て
は
な
い
。
し
か
も
、

そ
の

百
官
志
は
、

冒
頭
に

「斉
は
宋
の
禅
を
受
け
、

事
は
常
典
に
遵
う
。

既
に
有
司
の
存
し
、

偏
廃
す
る
所
無

せ

ん

し

ゅ
う

し
。

其
の
余
は
史
注
に
散
在
す
る
も
、

多
く
己
に
笙

拾

（笙
は
竹
を
編
ん
で
作
つ
た
魚
を
捕
る
道
具
）

さ
れ
、

覧
る
者
は
知
り
易
し
。

重
ね
て
述
べ
ず
」
と
あ
っ
て
、

極
め
て
簡
略
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

将
軍
号
は
左
の
記
載
が
あ
る
。

特
進
　
位
は
公
に
従
う
。

　

／
　
諸
開
府
儀
同
三
司
　
／
　
標
騎
将
軍
　
／
　
車
騎
将
軍
　
／

衛
将
軍
　
／
　
鎮
軍
将
軍
　
／
　
中
軍
将
軍
　
／
　
撫
軍
将
軍
　
／
　
四
征
諸
軍
　
東
西
南
北

／
四
鎮
将
軍
　
凡
そ
諮
狩
チ
倭
大
の
字、
な
加
だ
か
は
、

位
は
公
に
従
う
。

開
府
儀
同
は
公
の
如
し
。

凡
そ
公
督
府
は
佐
を
置
く
。

長
史
、

司
馬
各

一
人
。

諮
議
参
軍
二
人
。

諸
曹
に
録
事
、

記
室
、

戸

曹
、

倉
曹
、

中
直
兵
、

外
兵
、

騎
兵
、

長
流
賊
曹
、

城
局
、

法
曹
、

田
曹
、

水
曹
、

鎧
曹
、

右
戸
、

十
八
曹
あ
り
。

局
曹
以
上
は
、

正
参
軍
を
署
す
。

法
曹
以
下
、

行
参
軍
を
署
す
。

各

一
人

（以
下
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略
）
。

　

／
　
四
安
将
軍
　
／
　
四
平
将
軍
　
／
　
左
、

右
、

前
、

後
将
軍
　
／
　
征
虜
将
軍
　
／

四
中
郎
将
　
晋
の
世
、

荷
羨
、

王
胡
之
遊
び
て
此

の
官
に
居
る
。

宋
斉
以
来
、

唯
諸
王
を
し
て
処

ら
し
む
。

素
族

の
無
為
な
る
者
な
り
。

／
　
冠
軍
将
軍
　
／
　
輔
国
将
軍
　
／
　
寧
朔
将
軍
　
／

寧
遠
将
軍
　
／
　
龍
醸
将
軍

　

〈
＊
紙
教
節
約

の
た
め
に
各
将
軍
号
間
に

「／
」
を
入
れ
た
が
、

原
文
は
将
軍
号
ご
と
に
改
行
し
て
い
る
。
「／
」
は
改
行
に
相
当
す
る
〉

こ
れ
ら
の
列
挙
が
、

上
位
か
ら
下
位
に
至

っ
て
い
る
と
す
る
の
な
ら
ば
、

先
の

「平
↓
安
↓
鎮
↓
征
」

と
い
う
昇
格
は
、

こ
の
百
官
志
に
合
致
す
る
。

ま
た
、

当
然
だ
が
、

進
号
は
昇
進
を
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
「南
斉
書
」
百
官
志
か
ら
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

「梁
書
」
に
倭
王
武
型
の
進
号
が
他
に
存
在
し
な
い
事
実
は
、

古
田
の
提
起
の
根
底

を
揺
る
が
す
も
の
で
、

す
な
わ
ち
通
説
ど
お
り
原
文
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
強
く
働
く
こ
と

に
な
る
。

だ
が
、
「梁
書
」
に
は
次
の
事
例
が
存
在
し
た
。

柳
か
長
文
の
引
用
に
な
る
の
は
、

大
将
軍
か
ら
将
軍

へ
の
異
動
が
栄
転
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

普
通
三
年
、

領
軍
将
軍
に
遷
り
、

侍
中
を
加
う
。

六
年
、

軍
師
将
軍
と
為
り
、

西
豊
侯
正
徳
と
与

に
北
の
か
た
渦
陽
を
伐

つ
。

軸
ち
師
を
班
し
て
、

有
司
の
奏
す
る
所
と
為
る
。

官
を
免
じ
爵
を
削
ら

る
。

七
年
、

起
ち
て
宗
正
卿
と
為
る
。

八
年
、

封
爵
を
復
す
。

尋
い
で
左
衛
将
軍
に
除
せ
ら
れ
、

歩

兵
校
尉
を
領
す
。

大
通
元
年
、

侍
中
、

中
護
軍
に
遷
る
。

時
に
渦
陽
始
め
て
降
り
、

乃
ち
藻
を
以
て

使
持
節
、

北
討
都
督
、

征
北
大
将
軍
と
為
し
、

渦
陽
に
鎮
せ
し
む
。

二
年
、

中
権
将
軍
、

金
紫
光
禄

大
夫
と
為
り
、

左
史
を
置
き
習

侍
中
を
加
う
。

三
年
、

中
チ
狩
予
、

太
子
倉
事
と
為
り
、

出
て
別

陽
の
チ
と
為
る
。

高
祖
毎
に
歎
じ
て
曰
く
、
「子
弟
並
迦
葉
の
如
く
ん
ば
、

吾
復
た
何
を
か
憂
え
ん
」

と
。

劇
判
は
劇

の
小
名
な
り
。

入
り
て
分
な
特
争
、

尚
書
左
僕
射
と
為
り
、

侍
中
を
加
う
。

劇
固
辞

し
て
就
か
ず
。

詔
し
て
許
さ
ず
。

大
同
五
年
、

中
衛
将
軍
、

開
府
儀
同
三
司
、

中
書
令
に
遷
る
。

侍

中
、

故
の
如
し
。

含
梁
書
」
長
沙
嗣
工
業
伝
に
付
さ
れ
た
そ
の
弟
薪
藻
の
伝
）

薪
藻
は
、

高
祖
武
帝

の
兄
の
子
に
当
た
り
、

梁
の
宗
族
で
あ
る
。

普
通
六
年

（五
二
五
年
）
、

梁
は
北

魏
の
渦
陽
県
に
兵
を
進
め
る
が
、

軍
師
将
軍
と
し
て
指
揮
を
執

っ
た
薪
藻
は
、

退
却
の
罪
に
問
わ
れ
て
免

官
と
な

っ
た
。

が
、

そ
の
後
、

官
途
に
復
帰
し
て
昇
進
を
重
ね
て
行
く
。

武
帝
の
薪
藻
を
賞
賛
し
た
言
葉

が
、

そ
の
厚
遇
を
遺
憾
な
く
示
し
て
い
よ
う
。

復
帰
し
て
以
降

の
将
軍
号
に
関
し
て
は
、
「左
衛
将
軍
↓

征
北
大
将
軍
↓
中
権
将
軍
↓
中
軍
将
軍
↓
安
佐
将
軍
↓
中
衛
将
軍
」
で
、

大
将
軍
は
初
期
に

一
つ
し
か
な

い
。

繰
り
返
す
が
、

こ
の
異
動
は
昇
進
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。

因
み
に
、

征
北
大
将
軍
か
ら
後
に
注
目
す
る
と
、

中
権
将
軍
と
安
佐
将
軍
は
前
記
の

「南
斉
書
」
百
官
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志
に
見
え
な
い
が
、

中
軍
将
軍
と
中
衛
将
軍

（衛
将
軍
と
い
う
表
記
）
は
、

東
西
南
北
の
四
征
諸
軍
の
上

位
に
置
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

下
位
の
将
軍
号
に

「大
」
を
付
し
た
も
の
よ
り
も
、

上
位
の
将
軍
号
に

大
の
な
い
も
の
の
方
が
格
上
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
稿

で
は
、

便
宜

「官
制
順
不
動
の
原
則
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

と
に
か
く
薪
藻
伝
に
は
、

進
号
の
語
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
「左
衛
将
軍
↓
征
北
大
将
軍
↓
中
権
将

軍
↓
中
軍
将
軍
↓
安
佐
将
軍
↓
中
衛
将
軍
」
の
流
れ
は
昇
進
で
あ
る
こ
と
を
文
脈
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、

進
号
と
昇
進
を
同
義
と
捉
え
る
の
な
ら
ば
、

旧
号
に
は
大
が
あ
り
新
号
に
は
大
が

な
い
と
い
つ
た
具
合
に
、

字
面
か
ら
は
大
変
奇
妙
な
印
象
を
受
け
た
と
し
て
も
、
「
冷
冷
大、
狩
請
か
ら
△

△
将
軍
へ
」
の
進
号
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
明
。

こ
こ
で
、

い
よ
い
よ

「陳
書
」
の
登
場
で
あ
る
。
「陳
書
」
に
は
、

た
だ
二
例
だ
が
、

倭
王
武
型
の
進

号
記
事
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

ｄ
　
丁
酉
、

中
軍
大
将
軍
、

開
府
儀
同
三
司
、

護
軍
将
軍
料
引
目
を
剤
剣
州
刺
史
と
為
し
、

車
齢
貯

軍
に
進
号
せ
し
む
。

含
陳
書
」
宣
帝
紀
）

ご
　
剖
利
禅
を
受
け
、

持
節
、

散
騎
常
持
、

子
酎
大
将
予
な
接
け
、

鼓
吹

一
部
を
給
う
。

都
督
、

刺

史
、

地
故
の
如
し
。

尋
い
で
鎖
南、
貯
チ
檸
造
号
む
レ
む
。

例
都
督
、

鎮
西
大
将
軍
、

開
府
儀
同
三

司
を
授
く
。

習
判
位
を
嗣
ぎ
、

征
南
大
将
軍
に
進
号
せ
し
む
。

含
陳
書
」
潮
刊
劃
伝
）

右
の
二
者
は
淳
子
量
の
官
途
だ
が
、
ｄ
は

「中
軍
大
将
軍
↓
車
騎
将
軍
」
の
進
号
で
あ
り
、

ま
さ
に
倭

王
武
型
の
進
号
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
を

「南
斉
書
」
百
官
志
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、

車
騎
将
軍
は

中
軍
将
軍
の
上
位
に
存
在
し
て
お
り
、

下
位
の
将
軍
号
に

「大
」
の
字
を
付
加
し
て
も
、

上
位
の
将
軍
号

よ
り
は
下
位
に
居
る
と
い
う
官
制
順
不
動
の
原
則
の
存
在
が
、

こ
こ
で
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
ざ
も
倭
王
武
型
の
進
号
で
、
「平
西
大
将
軍
↓
鎮
南
将
軍
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
「南
斉

書
」
百
官
志
で
は
、

鎮
南
将
軍
は
平
西
将
軍
の
上
位
に
あ
る
か
ら
、

官
制
順
不
動
の
原
則
に
従
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
か
り
。

気
に
な
る
の
は
、

こ
の
ｄ
と
ぎ
の
箇
所
が
、
「南
史
」
で
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。

①

〈ｄ
に
相
当
〉
　

周
の
呉
明
徹
を
獲
え
る
に
及
ん
で
、

乃
ち
量
を
以
て
都
督
水
陸
諸
軍
事
、

車
騎

将
軍
、

都
督
、

南
売
州
刺
史
と
為
す
。

ａ
南
史
」
淳
子
量
伝
）
　

＊
前
号
は
文
脈
か
ら
不
明
で
あ

玄

Ｏ

。

②

〈ご
に
相
当
〉
　

一
一月
辛
酉
、

平
西
将
軍
、

桂
州
刺
史
淳
子
量
に
、

鎮
西
大
将
軍
、

開
府
儀
同
三

司
を
加
う
。

合
南
史
」
陳
本
紀
上
武
帝
）

③

〈ご
に
相
当
〉
　

武
帝
禅
を
受
け
、

位
を
鎮
西
大
将
軍
、

開
府
儀
同
三
司
に
進
む
。

含
南
史
」
淳|

口
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子
量
伝
）
　

＊
前
号
は
文
脈
か
ら
不
明
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
、
「南
史
」
で
は
、
「陳
書
」
が
倭
王
武
型
の
進
号
を
記
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、

い
ず
れ

も
こ
れ
を
採
用
せ
ず
、

且
つ
、

右
の
②
で
は
、
「陳
書
」
が

「平
西
大
将
軍
↓
鎮
南
将
軍
↓
征
南
大
将
軍

↓
鎮
西
大
将
軍
」
と
し
た
進
号
を
、
「平
西
将
軍
↓
鎮
西
大
将
軍
」
と
異
な
る
記
載
を
し
て
い
る
。

倭
王

武
の
進
号
と
同
様
、
「南
史
」
は
こ
こ
で
も
断
代
史
と
異
な
る
記
載
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

以
上
の
と
お
り
、
「陳
書
」
に
は
倭
王
武
型
の
進
号
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。

そ
し
て
、
「梁
書
」

に
も
進
号
の
表
現
こ
そ
無
い
も
の
の
、

類
似
の
昇
進
事
例

（薪
藻
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。

そ
し
て
、

そ
れ
ら
は

「南
斉
書
」
百
官
志
の
官
制
順
不
動
の
原
則
に
立
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
つ
た
。
こ
れ

は
取
り
も
直
さ
ず
、
「梁
書
」
の
倭
王
武
の
進
号
が
、

こ
の
官
制
順
不
動
の
原
則
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、

従
来
の
大
将
軍
か
ら
将
軍

へ
の
進
号
を
不
可
解
と
し
て
、
「南
史
」
を
援
用
し

て
原
文
を
改
訂
す
る
立
場
の
土
台
を
覆
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
う

一
度
、
「梁
書
」
の
倭
王
武
の
進
号
を
確
認
し
よ
う
。

〈倭
伝
〉

鎮
東
大
将
軍
倭
王
武
を
征
東
将
軍
に
進
号
さ
せ
た
。

〈武
帝
紀
〉
　

右
同

こ
れ
を
九
頁
の

「南
斉
書
」
百
官
志
に
重
ね
て
み
る
と
、

同
志
で
は
征
東
将
軍

（四
征
将
軍
の
一
）
は

鎮
東
将
軍

（四
鎮
将
軍
の
一
）
よ
り
も
上
位
に
あ
る
。

官
制
順
不
動
の
原
則
、　

つ
ま
り
下
位
の
将
軍
号
に

「大
を
付
し
た
も
の
」
よ
り
も
、

上
位
の
将
軍
号
に

「大
の
な
い
も
の
」
の
方
が
格
上
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
を
用
い
る
の
な
ら
ば
、

倭
王
武
の
鎮
東
大
将
軍
か
ら
征
東
将
軍

へ
の
異
動
は

「進
号
」
と
呼
ん
で
何

ら
問
題
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

結
論
。

倭
王
武
型
の
進
号
を
矛
盾
あ
り
と
し
て
、

安
易
に

「南
史
」
を
以
て

「梁
書
」
の
原
文
を
改
訂

す
る
行
き
方
は
、

史
料
批
判
の
方
法
と
し
て
必
要
に
し
て
十
分
な
手
続
を
踏
ん
で
い
な
い
。
よ
っ
て
、

古

田
の
提
起
し
た
①
②
の
問
題

（七
頁
）
は
、

検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
「梁
書
」
の
倭
王
武
の

進
号
記
事
は
、

原
文
の
ま
ま
読
む
べ
き
で
あ
る
。

五
、

ま
と
め
に
代
え
て

（古
田
説

へ
の
疑
問
）

実
は
、

こ
こ
ま
で
で
本
稿
は
、

古
田
説
の
完
全
な
検
討
を
終
え
て
い
な
い
。

古
田
説
の
入
り
日
が
成
り

立
つ
可
能
性
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
、
「ま
と
め
に
代
え
て
」
と
い
う
終
章
を
用
意
し
た
。

積
み
残
し
た
問
題
の
ひ
と
つ
は
、

あ
る
同

一
事
象
に
対
し
て
、

断
代
史
と
通
史
が
異
な
る
記
載
を
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
、

文
献
史
学
で
は
等
閑
視
で
き
な
い

（し
て
は
な
ら
な
い
）
は
ず
だ
。

そ
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し
て
、

も
う
ひ
と

つ
の
声
ぃ
大、
き
な
静
簿
は
、
「梁
書
」
の
倭
王
武
の
進
号
記
事
を
原
文
の
ま
ま
是
と
し

た
場
合
、

果
た
し
て
そ
れ
が
倭
国
の
南
朝
か
ら
の
離
反
を
も
た
ら
し
た
原
因
で
あ

っ
た
の
か
、

と
い
う
古

田
説
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。

紙
数
の
制
限
と
、

そ
れ
に
も
増
し
て
の
筆
者
の
勉
強
不
足
か
ら
、

本
稿
で
は
問
題
の
入
り
口
に
立

っ
た
こ
と
を
述
べ
た
に
留
ま

っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
で
あ
る
倭

国
の
離
反
か
ら

「
日
出
処
天
子
」

へ
の
変
貌
と
い
う
道
筋
に
お
い
て
、

古
田
説
は
そ
の
前
提
を
再
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、

こ
の
よ
り
大
き
な
問
題
に
関
し
て
の
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。

拙
論
を
ま
と
め
る
に
際
し
て
、

「梁
書
」
「陳
書
」
の
紙
面
を
ひ
た
す
ら
進
号
の
文
字
を
追
い
か
け
て
梓

易
し
た
り
、

「南
史
」
に
も
少
し
く
足
を
伸
ば
し
、

ま
た

「南
斉
書
」
「宋
書
」
も
或
る
程
度
は
嘱
る
と
い

う
日
々
の
中
で
、

皮
肉
に
も
、

ど
う
も
古
田
説
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
証
が
芽
生
え

て
き
た
の
で
あ
る
。

「梁
書
」
原
文
の
倭
王
武
の
進
号
記
事
が
正
し
い
と
し
て
、

そ
の
高
句
麗
や
百
済
と

の
差
別
待
遇
が
倭
国
の
南
朝
か
ら
の
離
反
の
原
因
で
は
な
く
、

倭
国
の
南
朝
か
ら
の
離
反
が
先
に
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
梁
に
よ
る
倭
王
武

へ
の
差
別
待
遇
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
筆
者
の
漠
然
と

だ
が
得
た
心
証
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

原
因
と
結
果
が
古
田
説
と
は
逆
な
の
だ
。

そ
の

一
番
の
理
由
は
、

倭
国
の
中
国

へ
の
朝
貢
の
下
限
を
梁
の
天
監
元
年

（五
①
二
年
）
と
す
る
古
田

の
見
解

へ
の
疑
い
で
あ
る
。

「陳
書
」
に
倭
国
の
記
事
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
争

い
が
な
い
と
し
て
、

実

は
南
斉
に
も
梁
に
も
倭
国
は

一
度
も
朝
貢
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
の
だ
。

梁
の
武
帝
に
よ
る
倭
王
武
の
進
号
は
、

倭
国
の
使
が
来
朝
し
た
と
い
う
記
事
も
な
く
、

即
位
と
と
も
に

一
方
的
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

使
を
倭
国
に
派
遣
し
た
と
い
う
記
事
も
な
い
。

梁
の
武
帝

の
倭
王
武
に
対

す
る
進
号
の
詔
は
使
者
に
託
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

板
に
だ
け
記
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
残

っ
た
の
で
は
な
い

か
『
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、

「梁
書
」
に
は
、

倭
国
の
朝
貢
記
事
は

一
行
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

前
代
の

「南
斉
書
」
に
も
倭
国
の
朝
貢
記
事
は
皆
無
で
あ
る
。

あ
る
の
は
、

建
元
元
年

（四

七
九
年
）
の
高
帝
に
よ
る
進
号
記
事
だ
け
だ
。

倭
国
伝
全
文
も
、
「倭
国
は
、

帯
方
東
南

の
大
海
島
中
に

あ
り
。

漢
末
以
来
、

女
王
を
立
つ
。

土
俗
は
己
に
前
史
に
見
ゆ
。

建
元
元
年
、

進
ん
で
新
た
に
使
持
節
、

都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
六
国
諸
軍
事
、

安
東
大
将
軍
、

倭
王
武
を
除
し
て
、

号
を
鎮
東
大
将
軍
と
為

す
」
の
如
く
短
い
。

倭
国
は
、

南
斉
の
時
点
で
既
に
南
朝

へ
の
朝
貢
を
止
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
「南

斉
書
」
百
済
伝
が
、

倭
国
伝
に
比
し
て
逢
か
に
長
文
で

（但
し
冒
頭
の
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
）
、

同
国

か
ら
南
斉

へ
の
遣
使
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
し
て
も
、倭

国
不
朝
貢
は
首
肯
で
き
る
解
釈
で
あ
る
。

前
掲
の
王
輯
五

（二
頁
）
の

「中
国
日
本
交
通
史
」
も
、

倭
国
の
南
朝

へ
の
入
貢
は
、

宋
の
順
帝
の
昇

明
二
年

（四
七
八
年
）
を
最
後
と
す
る
見
解
に
立
つ
。
「宋
書
」
に
よ
れ
ば
、

劉
裕
の
建
国
以
来
、

五
十

八
年
間
続
い
た
宋
の
時
代
に
倭
国
は
十
回
遣
使
し
て
い
て
、

そ
の
最
後
が
倭
王
武
の
上
表
文
を
伴
う
も
の
３



で
あ
っ
た
。

次
代
の

「南
斉
書
」
以
降
に
は
、

か
か
る
入
貢
記
事
は
全
く
見
え
ず
、

こ
れ
は
倭
国
の
遣
使

が
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
だ
。

つ
ま
り
、

倭
国
の
南
朝

へ
の
朝
貢
の
下
限
は
、

古
田
の
梁
の
天

監
元
年

（五
①
二
年
）
で
は
な
く
、

宋
の
昇
明
二
年

（四
七
八
年
）
な
の
で
あ
る
。

朝
貢
記
事
と
い
う
史

料
上
の
事
実
を
追
う
限
り
、

徐
壬
☆
の
上
秦
力
な
請
衡
け
倭
国
は
南
朝
か
ら
離
反
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、

倭
国
の
南
朝
と
の
接
触
の
下
限
を
梁
の
武
帝
の
五
①
二
年
と
す
る
古
田
説
は
、

史
料
的
根

拠
を
欠
く
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

古
田
説
の
も
う
ひ
と
つ
の
難
点
は
、

梁
の
武
帝
の
倭
王
武
に
対
す
る
進
号
が
差
別
待
遇
で
あ
っ
た
と
し

て
、

な
ぜ
梁
は
倭
国
を
差
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、

が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

直

接
の
史
料
が
存
在
し
な
い
の
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、

当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
状
況
か
ら
梁
が
敢
え
て

倭
国
を
除
け
者
に
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。

古
田
が
倭
国
よ
り
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
す
る
百
済
は
、

ズ
延
興
）
五
年
、

安
等
を
東
茉
よ
り
海
に
浮

か
べ
て
使
わ
す
。

余
慶
に
璽
書
を
賜
い
、

其
の
誠
節
を
褒
む
」
各
魏
書
」
百
済
伝
。

四
七
五
年
）
の
よ
う

に
、

早
く
か
ら
南
北
朝
両
属
の
方
針
を
選
択
し
て
お
り
、

南
朝
の
梁
が
こ
れ
を
優
遇
し
て
敢
え
て
倭
国
を

嫌
う
と
い
う
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
必
要
だ
ろ
う
。

宋
末
を
、

倭
国
の
入
貢
の
下
限
と
す
る
と
き
、

王
輯
五
は
、

こ
の
倭
国
の
御
無
沙
汰
を

「南
北
朝
の
末

葉
、

割
裂
素
乱
、

国
威
陵
夷
す
。
日
本
の
貢
使
遂
に
絶
つ
。

隋
文
帝
の
全
国
を
統

一
す
る
に
及
ぶ
に
造
つ

て
、

兵
威
遠
く
遼
東
に
達
し
、

高
麗
、

百
済
相
継
い
で
入
貢
す
。

是
に
お
い
て
日
本
亦
た
使
節
の
派
遣
有

り
」
増
と
、

中
国
の
戦
乱
が
倭
国
の
朝
貢
を
難
し
く
し
た
と
し
て
い
る
。

物
理
的
理
由
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、

蜀
や
楚
の
地
を
北
朝
に
奪
わ
れ
、

中
華
の
三
分
の
一
弱
を
辛
う
じ
て
保
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
陳
の
後
主
に
対
し
て
す
ら
、

百
済
が

「戊
寅
、

百
済
国
使
を
遣
わ
し
て
方
物
を
献
ず
」
含
陳
書
」

後
主
本
紀
。
こ
れ
は
五
人
八
年
の
出
来
事
で
、

翌
年
に
陳
は
北
朝
の
隋
に
滅
ぼ
さ
れ
る
）
と
現
れ
る
こ
と

を
以
て
し
て
も
、

倭
国
が
遣
使
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

百
済
は
こ
の
陳
代
に
、
「是
の

歳
、

新
羅
、

百
済
、

勿
吉
、

突
版
、

並
び
て
使
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
。

周
に
於
い
て
は
建
徳
元
年
と
為
す
」

含
北
斉
書
」
後
主
本
紀
。

五
七
二
年
）
と
、

政
治
的
判
断
で
北
朝
に
も
遣
使
し
て
お
り
、

倭
国
が
た
だ

戦
乱
と
い
う
物
理
的
理
由
で
中
国
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

腑
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
。

倭
国
は
、

自
ら
の
政
治
的
判
断
で
、

倭
王
武
の
上
表
文
を
最
後
に
進
ん
で
南
朝
と
の
関
係
を
絶

っ
た
。

史
料
上
は
、

そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

梁
の
武
帝
の
倭
王
武

へ
の
進
号
が
、

差
別
的
待
遇

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
他
の
夷
蛮
と
異
な
り
、

倭
国
が
早
く
か
ら
中
国

へ
の
朝
貢

（臣
従
）
を
疎

か
に
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
反
応
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
は
、

古
田
説
の
検
討
を
通
じ
て
、

安
易
な
原
文
改
訂
の
非
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
で
、
そ
の

任
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に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

勿
論
、

そ
れ
は
同
時
に
、

臣
下
か
ら

「日
出
処
天
子
」

へ
の
変
貌
を
も

た
ら
し
た
も
の
は
何
か
、
と
い
う
大
問
題
の
序
章
と
し
て
の
任
で
あ
る
。

最
後
に
、

所
感
を
付
す
。

本
稿
の
作
成
作
業
を
進
め
る
中
で
、
「日
出
処
天
子
」

へ
の
萌
芽
は
、

倭
王

武
の
上
表
文
に
あ
っ
た
と
い
う
思
い
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
そ
の
後
半
を
抄
録
す
る
。

興
死
し
て
弟
武
立
つ
。
自
ら
使
持
節
、

都
督
倭
百
済
新
羅
任
那
加
羅
奏
韓
慕
韓
七
国
諸
軍
事
、

安

東
大
将
軍
、

倭
国
王
と
称
す
。

順
帝
の
昇
明
二
年
、

使
を
遣
わ
し
て
上
表
し
て
曰
く

「…
而
る
に
句

一麗
無
道
に
し
て
…

（略
）
…
今
に
至
り
て
、

甲
を
練
り
兵
を
治
め
、

父
兄
の
志
を
申
べ
ん
と
欲
す
。

義
士
虎
責
、

文
武
功
を
効
し
、

白
刃
前
に
交
わ
る
と
も
ま
た
顧
み
ざ
る
所
な
り
。
も
し
帝
徳
の
覆
戴

を
以
て
、

こ
の
彊
敵
を
擢
き
、

克
く
方
難
を
靖
ん
ぜ
ば
、

前
功
を
替
え
る
こ
と
な
け
ん
。

窃
か
に
自

ら
開
府
儀
同
三
司
を
仮
し
、

そ
の
余
も
成
仮
授
し
て
以
て
忠
節
を
勧
む
」
と
。

詔
し
て
、

武
を
使
持

節
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、

安
東
大
将
軍
、

倭
王
に
除
す
。

含
宋
書
」
倭
国
伝
）

二
頁
に
冒
頭
を
引
い
た
上
表
文
は
、

歯
の
浮
く
程

へ
り
く
だ
っ
た
名
調
子
で
始
ま
る
が
、

後
半
、
「窃

か
に
自
ら
開
府
儀
同
三
司
を
仮
し
」
と
い
う
、

捉
え
よ
う
に
よ
っ
て
は

「
一
の
子
分
」
た
る
分
を
わ
き
ま

え
た
最
上
の
謙
辞
な
の
か
、

あ
る
い
は
厚
か
ま
し
く
も
官
位
の
強
要
な
の
か
判
然
と
し
な
い
語
句
に
ぶ
つ

か
る
。

且
つ
、

倭
王
武
は
そ
の
他
の
官
位
も
自
ら
に
仮
授
し
て
忠
勤
に
励
ん
で
い
る
と
語
る
よ
う
に
、

使

持
節
、

都
督
倭
百
済
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
七
国
諸
軍
事
、

安
東
大
将
軍
、

倭
王
を
勝
手
に
名
乗
っ
て

遣
使
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

倭
国
伝
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

当
然
、

開
府
儀
同
三
司
も
自
称
に

含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
解
さ
な
い
と

「窃
自
仮
開
府
儀
同
三
司
、

其
余
威
仮
授
以
勧
忠
節
」

の
文
意
が
不
通
と
な
る

（ゴ
（の
余
も
成
」
と
は
、
「開
府
儀
同
三
司
以
外
も
成
」
の
意
味
で
あ
る
）。

一
般
に
こ
の
箇
所
は
、

中
国
側
が
百
済
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
、

倭
王
武
の
要
求
を
聞
い
た
と
さ
れ

て
い
る
。

だ
が
、

開
府
儀
同
三
司
に
つ
い
て
、

中
国
側
が
拒
ん
で
い
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
。

む
し
ろ
九
頁

所
引
の
百
官
志

（南
斉
は
宋
の
官
制
を
踏
襲
）
で
諸
将
軍
の
上
に
位
す
る
開
府
儀
同
三
司
こ
そ
、

倭
王
武

の
要
求
の
中
心
だ
っ
た
は
ず
だ
。

そ
れ
を
、

宋
側
は
斥
け
た
の
で
あ
る
。

倭
王
武
の
面
子
は
丸
潰
れ
だ
。

連
想
は
、
「宋
書
」
の
撰
者
で
あ
る
梁
の
沈
約
に
飛
ぶ
。

彼
は
、

友
人
の
除
勉
を
通
じ
て
武
帝
に
開
府

儀
同
三
司
に
除
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
う
た
が
、

許
さ
れ
な
か
っ
た
。

沈
約
の
官
位
ね
だ
り
の
性
癖
を
、

別

の
機
会
に
武
帝
は

「卿
の
言
、

此
の
如
く
ん
ば
、

是
れ
忠
臣
た
る
か
」
と
激
怒
し
て
い
る

（「梁
書
」
沈

約
伝
）。
倭
王
武
の
上
表
文
に
対
し
て
、

宋
側
に
似
た
感
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

開
府
儀
同
三
司
を
要
求
し
た
倭
国
の
側
に
は
、

北
半
分
を
倭
国
と
同
じ
夷
蛮
で
あ
る
索
虜
に
奪
わ
れ
た

落
日
の
中
華
を
見
く
び
る
気
風
が
、

既
に
芽
生
え
て
い
た
。
さ
ら
に
開
府
儀
同
三
司
を
容
れ
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
、

不
満
は
対
抗
心

へ
と
変
化
し
て
い
く
。
さ
あ
、
「日
出
処
天
子
」

へ
の
胎
動
で
あ
る
増
。
　
　
５。



「
　
石
原
道
博
編
訳

「新
訂
魏
志
倭
人
伝
他
三
編
」
岩
波
文
庫

（
一
九
八
五
年
）
、

評
点
本

「隋
書
」
北

京
中
華
書
局

（北
京
、　

一
九
七
三
年
）
も
倭
国
伝
と
書
き
換
え
て
い
る
。

セ
　
古
田
武
彦

「失
わ
れ
た
九
州
王
朝
」
朝
日
新
聞
社

（
一
九
七
三
年
）
に
、

こ
の
問
題
が
詳
し
い
。

屯
　
注
２
の
前
掲
書
。

な
お
、

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
で
、

古
田
の
九
州
王
朝
説
を

「査
読
の
あ
る
学
術
雑

誌
に
は
論
文
掲
載
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ト
ン
デ

モ
説
」
と
す
る
中
傷
が
見
ら
れ
る
が
、

古
田
の

「多

元
的
古
代
の
成
立
」
が

「史
学
雑
誌
」
九

一
巻
七
号

（
一
九
八
二
年
七
月
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
念
の
た
め
付
記
す
る
。

昭
　
王
輯
五
著

「中
国
日
本
交
通
史
」
台
湾
商
務
印
書
館

（台
北
、　

一
九
七
五
年
）
の
五
二
頁
。

巧
　
楊
永
良
著

「
日
本
文
化
史
」
到
良
出
版
社

（台
北
、

二
①
①
八
年
）
の
五
六
頁
。

拓
　
古
田
の

「進
号
問
題
」
の
初
出
が
い
つ
で
あ
る
の
か
、

確
認
で
き
ず
。

Ｗ
　
古
田
武
彦
直
接
編
集

「な
か

っ
た
真
実
の
歴
史
学
」
創
刊
号
、

ミ
ネ

ル
ヴ

ア
書
房

（二
①
Ｏ
六
年
）

所
収
論
文

瑠
　
尊
経
閥
善
本
影
印
集
成
。

内
容
は
、

平
安
後
期
に
成
立
し
た
掌
中
暦
と
懐
中
暦
に
よ
る
。

り
　
日
本
古
典
文
学
大
系

「風
土
記
」
岩
波
書
店

（
一
九
五
八
年
）
、

四
九
五
頁
。

「
　
こ
の

一
覧
は
古
田
武
彦
著

「奪
わ
れ
た
国
歌

『
君
が
代
旨

情
報
セ
ン
タ
ー
出
版
局

（
二
Ｏ
①
八

年
）
の
二
①
四
頁
か
ら
作
成
。

九
州
年
号
で
は
、

そ
の
名
称
や
存
続
期
間
に
諸
本
で
異
同
が
あ
り
、

こ

れ
は

「
二
中
暦
」
を
基
本
に
作
成
さ
れ
た

一
覧
で
あ
る
。

「
　
こ
の
十

一
行
は
、

注
７
の

「な
か

っ
た
真
実
の
歴
史
学
」
二
三
頁
以
下
の
直
接
引
用
で
あ
る
。

「
　
魏
晋
南
北
朝
史
の
碩
学
で
あ
る
川
勝
守

の

「
日
本
国
家

の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
世
界
」
吉
川
弘
文
館

（二
①
①
八
年
）
で
も
、

全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

「
　
北
京

（
一
九
七
三
年
）
の
五
九
頁

■
　
人
二
①
頁
。

「
　
同
書
四
三
頁
。

「
　
武
内
義
弘
著

「抹
殺
さ
れ
た
倭
王
た
ち
」
理
想
社

（二
①
Ｏ
四
年
）
九
①
頁
は
、

そ
の

一
例
。

■
　
前
掲
評
点
本

「梁
書
」
の
出
版
説
明
。

「
　
本
紀
第
二
の
冒
頭
。

評
点
本

「陳
書
」
中
華
書
局

（
一
九
七
二
年
）
の
三

一
頁
は
、

校
勘
記
を
付
し

て

「覇
先
」
に
改
訂
。

「

　

「
旧
唐
書
」
の
列
伝
二
十
三
に
所
載
の
挑
思
廉
伝
に
よ
る
と
、

勅
命
に
よ
り
梁
陳
二
代
の
史
書
編
纂

を
命
じ
ら
れ
た
魏
徴
が
、

挑
思
廉

の

「梁
書
」
「陳
書
」
の

一
部
に
史
論
を
付
し
て
こ
れ
に
充
て
た
こ
拓

と
が
見
え
る
。



*27 *26 *25 *24 *23 *22 *21 *20*29 *28*30米32 *31

南
朝
に
は

「宋
書
」
「南
斉
書
」
「梁
書
」
「陳
書
」
、

北
朝
に
は

「魏
書
」
「北
斉
書
」
「周
書
」
「隋

書
」
の
各
断
代
史
が
存
在
す
る
。

評
点
本

「南
史
」
中
華
書
局

（
一
九
七
五
年
）
出
版
説
明
。

「旧
唐
書
」
の
列
伝
二
十
三
に
所
載
の
李
延
寿
に
よ
る
と
、

彼
は
官
命
に
よ
り

「晋
書
」
の
編
纂
に

当
た

つ
た
が
、
「南
史
」
「北
史
」
は
官
撰
で
は
な
い
。

巻
十
。

ウ
ィ
キ
ペ
デ

イ
ア

「倭
の
五
王
」
の
脚
注
２

（二
①
①
八
年
九
月
時
点
）
。

Ｆ
岸
軍
ぶ
騨
電
斉
Ｓ
ｏ
島
伸
・ｏ
据
＼電
癖
ミ
ざ
田
け
ま
∞
ｏ
ざ
＞
∪
ざ
問
い
ざ
∞
】
ざ
＞
田
ざ
問
ふ
ざ
〕
＞
ざ
０
（
ざ
田
対
ざ
∞
問
ざ
∞
〕

た
だ
し
、

古
田
に
は
珍
し
く
、

何
ら
そ
の
根
拠

（
つ
ま
り
同
様
の
進
号
記
事
が
他
に
あ
る
こ
と
）
を

示
し
て
い
な
い
。

他
に
例
が
な
い
こ
と
で
、

そ
の
ま
ま
原
文
の
誤
り
と
言
い
切
れ
る
か
非
常
に
微
妙
で
あ
る
。

原
文

「置
左
史
」
。

こ
れ
を

「左
史
に
置
く
」
と
読
む
の
は
、

左
史
は
、

も
と
も
と
は
言
を
記
録
す

る
賤
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
疑
間
。

自
ら
の
属
僚
と
し
て
、

左
史
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
身
分
を
意
味
す

る
と
解
し
た
。

前
出
の

「南
斉
書
」
百
官
志
に
将
軍
の
属
僚
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
類
か
。

「南
史
」
列
伝
四
十

一
に
も
薪
藻

の
伝
が
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
趙
翼
の

「南
史
過
求
簡
浄
之
失
」
と

言
う
べ
き
か
、

藻
が
征
北
大
将
軍
に
な

っ
た
こ
と
な
ど

一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、

ｄ
は
、
「陳
書
」
淳
干
量
伝
で
は
、

「七
年
、

徴
さ
れ
て
中
軍
大
将
軍
、

護
軍
将
軍
と
為
る
。

…
略
…
　
十
年
、

呉
明
徹
の
陥
没
す
る
や
、

量
に
使
持
節
、

都
督
水
陸
諸
軍
事
、

句
散
騎
常
侍
、

都
督

南
北
禿
誰
三
州
諸
軍
事
、

草
騎
将
軍
、

南
禿
州
刺
史
を
授
く
。

余
は
近
故
の
如
し
」
と
あ

っ
て
、

進
号

の
表
記
は
な
い
。

ま
た
、

ど
は
、
「陳
書
」
本
紀
高
祖
下
で
は
、

Ｆ
一月
、

辛
酉
、

桂
州
刺
史
劇
刊
目
を

開
府
儀
同
三
司
と
為
し
、

鎮
西
大
将
軍
に
進
号
せ
し
む
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
て
、
「平
西
大
将
軍
↓

鎮
南
将
軍
」
の
記
事
は
省
か
れ
て
る
。

詔
は
板
に
記
さ
れ
る
。

侯
景
の
乱
の
太
清
二
年

（五
四
八
年
）
の
記
事
に
、
「時
に
剤
囲
封
東
奔
し

て
銭
唐
に
至
り
、

之
を
聞
く
。

板
を
遺
わ
し
て
囲
に
征
東
将
軍
を
授
け
、

秩
中
二
千
石
を
加
う
。

咽
日

く
、

『
朝
廷
危
迫
し
、

天
子
蒙
塵
す
。

今
日
何

の
情
か
、

復
た
栄
号
を
受
け
ん
や
』
と
。

板
を
留
め
る

の
み
。

」
（
「梁
書
」
張
暉
伝
）

前
掲
書
五

一
頁

二
十
四
史
の
検
索
に
際
し
て
は
、

中
華
書
局
評
点
本
と
台
湾
商
務
印
書
館
百
納
本
を
用
い
た
。
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